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「まちなかウォーカブル推進事業」の目的 
いま、まちなかを人中心の空間に転換し、多様な活動や交流の場に改変していく取り組みが、市民生活を豊かに

するだけでなく、地域消費や投資の拡大、観光客の増加や健康寿命の延伸のほか、様々な地域課題の解決や価値創
造につながると世界的に注目されています。 

仙台市では、この取り組みを推進するため、都心部において、居心地が良く巡り歩きたくなるまちなか空間を形
成するとともに、市民が快適に滞在できるオープンスペースを創出する「まちなかウォーカブル推進事業」を創設
し、地域のまちづくり団体や民間事業者の皆様などと連携し、国の様々な支援制度などを活用しながら、公共空間
や民地における滞在環境向上に資する事業に取り組んでいます。 仙台市は、国土交通省の「ウォーカブル推進都市」に登録されています。

マップは、南北線沿線まちづくりプラン（中間案）より引用 

仙台駅東まちづくり協議会の取り組み支援 

協議会が作成した「仙台駅東
まちづくり計画」に掲げるま
ちの将来像の実現方策とし
て、榴岡公園や宮城野通など
の公共空間の活用の可能性
の検討や市民ニーズ調査の
実施を支援 

青葉通駅前エリアのあり方検討の取り組み 

まちづくりの機運が高ま
る青葉通駅前エリアにお
いて、道路空間と沿道建物
の一体的なの利活用に向
けた社会実験を実施する
とともに、エリアの将来ビ
ジョンや整備の方向性に
ついて検討を実施 

青葉通まちづくり協議会の取り組み支援 

協議会が作成した「青葉
通まちづくりビジョン」
に掲げる将来像を実現す
るため、拡幅された青葉
通の歩道空間や東二番丁
地下通路等を活用した社
会実験の実施を支援 

まちなかウォーカブル税制（一体型滞在快適性等向上事業に基づく税制特例） 
本市の「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを目指すまちなかウォーカブル区域（滞在快適性等向上区域）内において、民間事業者（土地所有者等）の交流・滞在空間
を創出する事業（民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化等）が市町村事業（公共施設の整備又は管理に関する事業）と一体となって行われるものと認められた場
合、固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例を受けられる制度です。本ウォーカブル推進税制の適用をご検討される方は、右記のお問い合わせ先までご相談ください。 
・特例措置の期間:令和 10 年 3 月 31 日まで（※期間内に整備（工事）完了することが必要となります。） 
・「一体型滞在快適性等向上事業に基づく税制特例の活用に関するガイドライン（国土交通省都市局）」は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。 

 

 

定禅寺通活性化推進事業の取り組み 
検討会が策定した「定禅寺
通エリアまちづくりビジ
ョン 2030」を踏まえ、定
禅寺通の再整備を推進す
るとともに、まちづくり団
体によるエリアマネジメ
ントを支援 

◆これまでの取り組み紹介 

仙台都心地区の「まちなかウォーカブル推進事業」について 

国土交通省 HP より引用

【お問い合わせ】 
仙台市都市整備局都心まちづくり課 

TEL:022-214-8311 
E-MAIL:tos009225@city.sendai.jp 



 

 
 

【お問い合わせ】 
仙台市都市整備局都心まちづくり課 

TEL:022-214-8311 
E-MAIL:tos009225@city.sendai.jp 

参考 国土交通省による「まちなかウォーカブル推進事業」に関する支援メニューの概要 


